
令和 5年度「人権教育研究指定校事業」事業実施報告書 

委託先（ 愛媛県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 
自ら課題を発見し、解決の道筋を共に考え、表現する生徒

の育成 

○調査研究のテーマを設定した目的 

本校は、１年生 31 名、２年生 33 名、３年生 34 名、計 98 名であり、校区内の５つの

小学校から進学してくる。ほとんどの小学校が複式学級を有する小規模校である。小学

校での丁寧な指導により、生徒は、授業や様々な活動に真面目にかつ意欲的に取り組む

ことができている。一方、基礎的・基本的な知識及び技能を活用した問題解決能力が十

分に身に付いていない生徒が少なくない。小学校での少人数から中学校の人数増加にギ

ャップを感じ、自分の考えを表現しづらくなり、主体的に授業や活動に参加できず、自

己肯定感の低い生徒もいる。また、同和問題をはじめとする人権問題について、差別に

対する憤りや、差別をなくしていこうという実践力までには、まだ高めることができて

いない。その原因の一つとして、生徒が「我が事」として人権問題を受け止めておらず、

傍観者的な立場であることが考えられる。 

そこで、生徒一人一人が人権課題に気付き、その問題解決の道筋を仲間と共に考え、

自分の考えを表現する学習を、各教科等をはじめ学校行事や短学活等も含めた全ての教

育活動を通して積み重ねることにより、自ら行動することの大切さを実感させ、同和問

題をはじめとする様々な人権問題を解決する主体者として行動できる生徒を育てたいと

考えた。 

また、令和３・４年度久万高原町人権教育研究指定校として、新学習指導要領のもと、

人権・同和教育については、プロジェクトチームをつくり、研究を進めている。日常の

学校教育活動全般を見直し、学校行事をはじめとする体験的な活動において、人権の視

点を明確にした指導を行うことで、系統的・横断的に、学び考えさせる授業実践を目指

したいと考え、本研究テーマを設定した。 

○調査研究の概要 

同和問題をはじめとする個別の人権課題に関する教職員研修を充実させることによっ

て、差別の現実から学び、指導者の人権感覚や指導力を磨く。また、系統的・横断的な

全体計画・年間指導計画の作成や問題解決的な人権学習の充実・改善を図り、生徒の人

権意識を高める。全ての教育活動の基盤に人権・同和教育を置き、家庭・地域との連携

を図りながら、「我が事」として問題解決に主体的に取り組む生徒を育てる。 

 



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

久万高原町立久万中学校 

○これまでの研究指定等の状況 

なし 

○学級数 

５学級（うち特別支援学級２学級） 

○児童生徒数（R.5.5.1） 

全生徒数：98名 

○URL 

https://kuma-j.esnet.ed.jp/ 

○指定理由 

 久万高原町では、町民すべてが人権問題を「我が事」として取り組む人権・同和教育

を推進しており、「花咲く日学習会」や新規採用転入者向けのフィールドワークなど、差

別解消をけん引するリーダーの育成に長年、地道に取り組んできた。久万中学校におい

ても、人権・同和教育を核とした学校づくりの歴史は古く、長きにわたり培われてきた

人権・同和教育実践が、生徒たちにも確実に継承されてきている。「みんなが主役」とい

う生徒の合言葉のもと、みんなの人権が尊重され、みんなが主役の出番づくりを日々の

様々な教育活動で展開している。また、令和３・４年度は、久万高原町人権・同和教育

研究指定校として、町内各校のみならず、町民への人権・同和教育の推進を担ってきた。 

 ２年間の研究推進の成果と課題を基に、参加体験型の学習指導の工夫・充実や、系統

的・横断的なカリキュラム編成、家庭・地域への啓発に取り組むことにより、人権・同

和教育のさらなる充実と生徒の人権感覚の育成、向上が期待できるとともに、11 月の研

究発表会を通じて取組を県全体に広く周知できることから、研究指定校にふさわしいと

考える。 

 

  



○取り組んだ人権課題について 

該当するものに○印、最も主要な人権課題１つに◎印を付与  

 

①子供 ○ 

②女性  

③高齢者 ○ 

④障害者 ○ 

⑤同和問題 ◎ 

⑥アイヌの人々  

⑦外国人  

➇-１HIV 感染者等  

➇-２ハンセン病患者等  

⑨刑を終えて出所した人  

⑩犯罪被害者等  

⑪インターネットによる人権侵害 ○ 

⑫北朝鮮当局による拉致問題等  

⑬性的指向、性自認  

⑭その他（    ）  

  
 

 

  



3．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

ア 教職員一人一人が差別の現実に学び、同和問題をはじめとする様々な人権問題に対

する理解を深め、生徒一人一人が人権課題に気付き、その問題解決の道筋を仲間と共に

考え、自分の考えを表現する授業実践をすることで、差別解消に向けて行動しようとす

る生徒を育成できるであろう。 

イ 人権・同和教育を教育活動の基盤としてこれまでの行事や指導計画を見直し、仲間

意識や帰属感を感じられる活動を積み重ねることで、他人を気遣うとともに、自己肯定

感が高揚し、主体的に活動する生徒が育つであろう。 

ウ 保護者や地域への啓発活動を積極的に行うことで、学校と家庭・地域の連携が図ら

れるであろう。 

 県教育委員会では、指導主事による訪問指導等を通じて連携を図り、生徒や地域の実

態に応じた研究の方向性や教職員の指導力の向上のための助言や援助にあたる。 

 

○実施方法 

ア 教職員の人権感覚や実践力を高める指導の充実 

(ｱ) 人権・同和教育プロジェクトチームの設置 

 人権・同和教育プロジェクトチーム研究部会の一つに位置付けた。全校体制で研究

を進めていくためには、教職員の総意に基づく研究主題設定や研究内容および方法等

の共通理解が大切である。また、具体的に研究を進めていく際には、教科等部会・学

年部会や研究推進部会等による組織的かつ有機的な研究体制も必要である。そのため、

人権・同和教育主任が中心となり、人権・同和教育の視点を明確にした授業改善に取

り組んだ。 

(ｲ) 地域の学習会（花咲く日学習会）への参加 

 校区内にある入野福祉館において、定期的に人権についての学習会が開かれており、

本校の職員も出席し、研修に努めた。部落差別やハンセン病患者等の人権、障がいの

ある人・高齢者の人権などに関する様々な講師を招き、体験に基づいた話を聞くこと

を通して、職員の人権・同和教育に関する資質向上につながった。 

(ｳ) 人権に関する研修会への積極的な参加 

 久万高原町新規採用者向け研修や、転入教育・行政職員人権・同和教育研修会に積

極的に参加し、様々な人権課題についての現状と課題を把握し、人権・同和教育の推

進者としての資質向上を図った。また、久万高原町特別支援連携協議会と郡学校保健

会が共催したネット・ゲーム依存の実態と予防の講演会では、子どもを取り巻く環境

や子どもを多面的に見て、どのように関わっていけばよいかを考え、校内で共有した。 



(ｴ) 目指す生徒像の共通理解 

 １学期に、全校生徒を対象にアンケートを実施した。「自分にはよいところがあると

思いますか」の問いに対して肯定的に受け止めている生徒が多く、「いじめや差別をし

ている場面を見たとき、どんな行動をすると思いますか（複数回答可）」の問いには、

「先生に相談する（56.5％）」「注意する（54.1％）」「友達に相談する（49.4％）」「家

族に相談する（29.4％）」など、全体の９割以上の生徒が行動に移そうとする意識がみ

られた。アンケート結果から、自尊感情の低い生徒や、実際の行動につながりにくい

１割の生徒を、問題解決に向けて一歩踏み出せる生徒にするために、生徒間、生徒と

教員間の信頼関係の構築や安心して自分を表現できる環境づくりをしていくよう、教

員間で共通理解を図った。 

(ｵ)  我が事として考え、表現する授業づくりの実践 

 生徒の意見や感想に対して、段階的に問い返しを行う授業づくりに取り組んだ。「問

い直す、問い返す、問い正す」をキーワードに、授業のねらいを達成できるよう、生

徒の意見をつなげていくことを意識した。問い返しを繰り返す中で、生徒の本音に迫

ることのできた部分もあり、人権課題を自分のこととして考えるのに有効であった。 

 １年生の道徳科における渋染一揆の授業では、一揆に対する不安や恐怖は本当にな

かったのか、命を懸けてまで闘った人たちの心の中はどんなものだったのか、何度も

問い返すことで、生徒たちの心の揺れが見えたり、より深く考える姿勢が見えたりし

た。 

(ｶ)  地域の学習会（同和問題授業づくり研究会）との連携 

 同和問題授業づくり研究会は、小学校の教諭も参加しており、小学校と中学校の情

報交換だけでなく、小・中９年間の学習への見通しを立てた人権・同和教育を進める

上でも重要な役割を担った。久万高原町の地域教材である「Ａ子さんからの手紙」を

もとに協議を行う中で、差別の現実がここにあり、日常生活の根底にある差別意識が、

落書きという陰湿で卑劣な行為によって表れていることをおさえた。また、Ａ子さん

からの思いを受け止めた保護者、仲間の考え方にも視点を当てながら、同和問題の解

決において、正しく理解することが、正しい判断力・行動力につながることなど、人

権・同和教育に関する新たな視点を見出すこともあり、教職員の人権感覚の向上に有

用であった。 

イ 人権・同和教育を基盤とし、自己肯定感の高揚を目的とした教育活動の充実 

(ｱ)  系統的に実践できる全体計画・年間指導計画の作成 

 学校行事等の中で育てていく人権・同和教育の視点を明確にし、全ての教育活動を

通して人権課題についての指導を、年間を通して系統的に実践できるよう、各教科と

の関連性に基づいた人権・同和教育全体計画・年間指導計画を作成した。 

 道徳科においては、内容項目の「公正、公平、社会正義」や「よりよく生きる喜び」

「思いやり、感謝」「生命の尊さ」を中心に押さえることによって、同和問題をはじめ



とする様々な人権問題について考える機会を増やし、授業を通して、偏見や差別意識

を持たないことの大切さに気付くきっかけにつなげた。 

(ｲ) 各学年の授業実践 

○ １年生の授業実践 

 渋染一揆の学習を通して、人間の尊厳を自覚し、手を携え、支え合って、闘い生き

る姿から、部落差別の不合理に憤りを持ち、差別を断固として許さない強い意志とた

くましい態度を育てるために授業を行った。１人１台端末を利用して、複数の意見を

同時に見られるよう工夫し、生徒の多角的・多面的な思考を促した。他者の考えに耳

を傾け、思いに触れることで、互いを認め合う気持ちが醸成され、よい雰囲気の中で

授業を展開することができた。研究協議では、ねらいにせまる授業改善や構造的な板

書についての助言をいただき、充実した研修となった。 

○２年生の授業実践 

 「夕やけがうつくしい」の教材を用いて、学習を行った。部落差別によって作者が

奪われたものを考えさせることで、差別への強い憤りを感じさせるとともに、差別が

どれだけ卑劣なものであるかを理解させるよう工夫した。また、「夕焼けが美しい」と

は何を意味するのかを具体的に考えさせるとともに、作者の生き方から学んだことを

考えさせることで、部落差別を自分自身の問題だと捉えることができ、偏見や差別に

立ち向かう意欲を育てた。 

○３年生の授業実践 

 「ある先輩からの手紙」の学習を行った。不採用になったときの主人公の気持ちを

考えさせることで、部落差別が人間の一生を左右する重大かつ深刻な問題であること

を理解させるよう工夫した。また、主人公だけでなく、支えてきた仲間の存在にも気

付かせることで、差別解消に向けて仲間とともに立ち上がることの大切さを実感させ

ることができた。 

ウ 自己肯定感を高めるための体制づくり 

(ｱ) 全教職員による教育相談（学期に１回）および不登校支援 

 全教職員による教育相談を行い、様々な立場の教職員が生徒と関わる時間を持つこ

とで、問題の早期発見や生徒理解に努めた。その中で、教職員が前向きな言葉掛けを

行い、生徒の自己肯定感の向上につなげた。また、生徒理解の深まりが、授業改善に

もつながった。 

 不登校支援として生徒の心のケアにもあたった。別室での教科学習や創作活動を通

じて、成功体験を積み重ねることが生徒の自信へとつながった。また、親しい友人か

らの声掛け、オンラインでの授業や学校行事への参加を通して、学級や学校と生徒と

のつながりを保つ取組が、登校意欲の向上につながった。 

(ｲ) 生徒主体の人権集会と人権劇の上演（地域の方を指導者に迎えて） 

 総合的な学習の時間の文化体験講座の一つに、人権劇を行う講座があり、12 月の人



権参観日で「身元調査お断り運動」をテーマとした劇を上演した。久万高原町教育委

員会生涯学習班社会教育指導員、地域の劇団員の方を講師に迎え、指導していただい

た。劇中の登場人物の心情を考えながら演じることで、身元調査が重大な人権侵害に

つながるものであることがより理解できた。また、正しい知識を学ばなければ、普段

の生活の何気ない行動が無自覚に他人を傷つけてしまうことにつながり、身元調査と

同じ構造であることに気付かせることもできた。さらに、人権劇を上演することで、

見る人に人権の大切さを訴えるだけでなく、生徒一人一人の人権意識や人権感覚を改

めて見直すきっかけとなった。 

(ｳ) 生徒会活動を中心とした、主体的・協働的活動の充実 

 生徒会を中心として異学年との交流を行うブロック活動を行った。この取組は、人

権・同和教育の研究を進める観点からも、多様性を認める温かい仲間づくりを進める

上で非常に有効な手段であった。１学期のブロック結団式をスタートに、２学期の運

動会で交流する機会を設けた。日々の練習の中で、仲間意識に支えられたより良い人

間関係が構築されるだけでなく、様々な問題に直面したときに、自らの課題として正

しく認識し、問題の解決に主体的に取り組む生徒の育成につなげることができた。 

 また、生活・人権委員を中心として、生徒玄関でのあいさつ運動や募金活動に取り

組んだ。特にあいさつ運動は、生徒同士、また、生徒と教職員との明るいコミュニケ

ーションをとる場としてもよい機会となった。互いを認め合う心の育成が、普段の学

校生活にも生かされており、学級での話合い活動などで、集団の秩序や約束事を守る

雰囲気がつくられ、その中で安心して自分の意見や考えを発表できる集団がつくられ

てきた。 

(ｴ) 心を豊かにする教室掲示や廊下掲示の工夫 

 教室や廊下には、生徒の活動を分かりやすく掲示し、自分の存在が認められている

と実感できるものになるよう工夫した。また、季節を感じる掲示物や、教科ごとの生

徒の作品などを掲示することで、豊かな感性を育み、多様な価値観に触れることにも

つなげた。 

エ 保護者・地域との連携 

(ｱ) ３（スリー）出会いウィーク（２年生職場体験学習） 

 ３出会いウィークと称し、２年生では職場体験学習を行った。事業所の方と適切に

コミュニケーションをとりながら、仕事に取り組むことで自主性を育むことができた。

職場体験学習当日には、一生懸命活動に励む生徒の姿が見られた。生徒たちは、体験

を通して、自らの意思で積極的に動くことの大切さや仕事のやりがいを感じることが

できた。 

(ｲ) 文化体験講座 

 「久万中伝統・文化フェスタ」と題し、吹奏楽部の演奏、学年合唱、文化体験講座、

有志発表等、生徒が主体となって活躍できる活動を行った。特に、文化体験講座は、



郷土の伝統的な文化の体験を通して、地域社会の一員として自覚を持って郷土を愛し、

郷土の発展に努めようとする心の育成をねらいとした。また、学年合唱や希望者によ

る有志発表も取り入れ、自己の成長に気付く喜びを実感させたり、様々な関わりの中

で自分への自信を持たせたりすることで、自己肯定感を高め、自己表現力を身に付け

させることができた。互いの個性を認め合う集団の育成につなげることができた。 

(ｳ)  学級通信や人権・同和教育通信、学校ホームページでの情報発信と啓発 

 家庭・地域と連携した人権・同和教育の推進では、学級通信や学校ホームページで

の情報発信を行った。学級通信では、人権・同和教育に関する内容の道徳科の授業を

行った後の生徒の振り返りを掲載した。人権学習に関する学級通信を定期的に発行す

ることで、「保護者・子ども・学校」で協働しながら生徒の人権意識を高める話題を提

供し、人権意識を育むことをねらいとした。 

(ｴ)  継続的な教育活動を意識した小中および地域との連携 

 小学校との連携では、運動会でのボランティアスタッフとしての関わりがある。卒

業した小学校の運動会で、競技や準備のサポートを率先して行い、運動会の成功に力

を発揮した。その光景は、後輩となる小学生やいつも温かい眼差しでみつめてくださ

る地域の方々に見ていただく機会となり、ねぎらいの言葉や感謝の言葉が、中学生の

自己有用感を育む一助となった。また、ホームページや便りなど学校からの情報発信

に加え、様々な地域行事への生徒の参加が、住民の方との距離を縮めるよい機会とな

り、地域の歴史や伝統文化の継承等、「久万高原町で生きる中学生」の育成につながっ

た。 

 

  



4．検証・評価・改善・普及 

 「今までに学習した（知っている）人権課題は何ですか（複数回答可）」で「同和問題

（部落差別）」を選択した生徒は 86％から 94％に増加した。全学年で計画的・系統的に

学習したり、地域で実際に起こった問題を教材として活用したりしたことで、部落差別

が今なお身近にあり、自分たちが解決すべき問題であることへの理解と解消していかな

ければならない重大な問題であるという認識が深まった。 

 また、関連して、「〇〇町に住んでいる人とは関わらない方がいいよと言われました。

あなたはどうしますか」の問いに対して、「その発言が間違っていることについて話す」

と答えた生徒が 62％から 86％に増加した。授業で学んだ知識をもとに、実際の行動に移

していこうとする生徒が増えてきたことは、本研究の大きな成果の一つであると考えて

いる。 

 「自分にはよいところがありますか」の問いに対して、「思う」「どちらかといえば思

う」と答えた生徒が 76％から 86％に増加した。各活動において、リーダーを中心に仲間

を支える機運が育ち、様々な場面で生徒が自主的に活動することが多くなった。今まで

の自分を振り返り、これからの自分を安心して語れる集団の中で、互いに認め合うこと

の大切さを実感し、人権感覚のさらなる向上につがったと考えられる。 

 授業においては、人権・同和教育の視点を明確にし、教師と生徒が共に学ぶ授業づく

りに取り組んだ結果、学級活動や道徳科の生徒の感想にも変化があらわれ、人権問題を

自分のこととして捉え、意見や考えをしっかりと持って発表できるようになってきた。  

 今後の展望としては、学習の場である学級・学校が「誰もが安心して過ごせる場・居

場所のある場」であるために、教師自身が生徒たちの様子にしっかりと目を向けて、教

師も生徒も自分の思いを伝え合い、互いがつながる仲間づくりを目指して、日々実践を

重ねていくよう努めていく。 

 部活動での活躍や授業の様子、学校行事などについての情報をホームページなどで発

信した。人権・同和教育の授業に関する内容も掲載し、地域や保護者の人権意識の高揚

にもつなげた。学級通信では、生徒の感想を多くの掲載することで、家庭での人権・同

和教育に関する意識の向上を図った。文化体験講座や職場体験学習を通して、地域の方

とのつながりを感じ、自分の住んでいる地域のことを知ったり、魅力を発見したりする

ことで、生徒が地域に誇りをもつことにつながった。人権に関する研修会に参加した保

護者の感想に「不合理な差別について、歴史的背景を学ばずに、噂だけを信じて差別者

になっている人もいるのではないか。そのことが、寝た子を起こすなといわれることに

もつながっていると感じた。正しい知識をもって自分のこととして考えていくことが大

切であると学んだ。今日の研修は、自分も一緒になって参加者の方と考えることができ

た」というものがあり、研修が保護者にとって充実した学びの場であったことを実感し

た。しかし、情報の発信は継続的に行ったものの、人権参観日や人権に関する研修会へ



の参加について、幅広い世代の十分な参加が実現できなかったことを課題として捉えて

いる。その理由として、啓発活動に無関心であることや、保護者の日常生活や仕事の制

約から時間を割けないことが考えられる。今後は、保護者の関心を高め、負担にならな

い方法を工夫して情報を提供し、保護者も巻き込んだ人権・同和教育を進めていく方法

が求められる。 

  



５．人権教育に係る年間指導計画











 

 



６．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む 
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【人権学習に関する学級通信】 

 

 


